


４ 外国規格無線局 
  外国規格で作られた無線設備が、日本国内に 

持ち込まれたり、インターネット等で販売され 
たしています。これらの無線設備は国内の技術 
基準を満たしておらず、国内で使用すると不法 
無線局となります。 

主にハンディトランシーバーで手軽に使用で 
きることから不法無線局とは知らずに使用して 
いる事例がほとんどです。 
 
＜妨害事例＞ 

・放送中継波に妨害を与える。 
・船上通信設備に妨害を与える。 

 
 
 
 不法無線局に係る法律の適用条項（抜粋）   
電波法第４条（無線局の開設） 

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」 
電波法第 110 条第 1 号（罰則） 

「電波法第４条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、１年以下の懲役

又は 100 万円以下の罰金に処する。」 

電波法第 108 条の２（罰則） 

「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、５年以下の懲役又は

250 万円以下の罰金に処する。」 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


